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○都市計画法に基づく開発許可申請等の手引 新旧対照表 

現行 施行後 

【表紙】 

都市計画法に基づく開発許可申請の手引 

令和 7 年 10 月 

京都府建設交通部建築指導課 

【表紙】 

都市計画法に基づく開発許可申請の手引 

令和 7 年 11 月 

京都府建設交通部建築指導課 

【20 ページ】 

◇ 開発行為許可申請及び開発行為の協議の必要書類一覧表 

 

【20 ページ】 

◇ 開発行為許可申請及び開発行為の協議の必要書類一覧表 
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【21 ページの表】 

 

 

 

【21 ページの表】 
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【22 ページ】 

 

 

（中略） 

（新設） 

【22ページ】 

 

 

（中略） 

（注 18）開発行為に関する工事が盛土規制法の許可を要するものである

場合は添付してください。 

 

【33 ページ】７ 軽微な変更の届出について 

開発許可又は開発行為の協議が成立した方が軽微な変更の届出をされ

る場合に必要な図書は次のとおりです。 

提出図書は、正本１部及び写し 1 部を作成し、申請地を所管する土木

事務所の建築住宅課に提出してください。 

また、併せて『実務』第３章第４節３を参照ください。 

（以下略） 

【33 ページ】７ 軽微な変更の届出について 

開発許可又は開発行為の協議が成立した方が軽微な変更の届出をされ

る場合に必要な図書は次のとおりです。 

提出図書は、正本１部及び写し 1 部を作成し、申請地を所管する土木

事務所の建築住宅課に提出してください。 

また、併せて『実務』第３章第４節３を参照ください。 

（以下略） 

【36 ページ】８ 開発行為に関する工事着手届出について 

開発許可又は開発行為の協議が成立した方が、開発工事に着手される

場合に必要な図書は次のとおりです。 

提出図書は、正本１部及び写し 1 部を作成し、申請地を所管する土木

事務所の建築住宅課に提出してください。 

（以下略） 

【36 ページ】８ 開発行為に関する工事着手届出について 

開発許可又は開発行為の協議が成立した方が、開発工事に着手される

場合に必要な図書は 次のとおりです。 

提出図書は、正本１部及び写し 1 部を作成し、申請地を所管する土木

事務所の建築住宅課に提出してください。 

（以下略） 
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【37 ページ】９ 現場監理者変更届出について 

工事着手届出書を提出した方又は工事施行者が現場監理者に関する事 

項を変更される場 合に必要な図書は次のとおりです。 

提出図書は、正本１部及び写し 1 部を作成し、申請地を所管する土木 

事務所の建築住宅課に提出してく ださい。 

（以下略） 

【37 ページ】９ 現場監理者変更届出について 

工事着手届出書を提出した方又は工事施行者が現場監理者に関する事

項を変更される場合に必要な図書は次のとおりです。 

提出図書は、正本１部及び写し 1 部を作成し、申請地を所管する土木

事務所の建築住宅課に提出してく ださい。 

（以下略） 

【56 ページ】19 開発許可又は建築等許可（法第 43 条第１項）に基づく

地位の承継（一般承継）の届出について 

開発許可又は建築等許可(法第 43 条第１項)を受けた方の相続人その

他一般承継人に当たる方が、開発許可又は建築等許可(法第 43 条第１項

)に基づく地位について、承継の届出をされる場合に必要な図書は次の

とおりです。 

提出図書は、正本１部及び写し 1 部を作成し、申請地を所管する土木

事務所の建築住宅課に提出してください。 

また、併せて『実務』第 11 章第１節１を参照ください。 

（以下略） 

【56 ページ】19 開発許可又は建築等許可（法第 43 条第１項）に基づく

地位の承継（一般承継）の届出について 

開発許可又は建築等許可(法第 43 条第１項)を受けた方の相続人その

他一般承継人に当たる方が、開発許可又は建築等許可(法第 43 条第１項

)に基づく地位について、承継の届出をされる場合に必要な図書は次の

とおりです。 

提出図書は、正本１部及び写し 1 部を作成し、申請地を所管する土木

事務所の建築住宅課に提出してください。 

また、併せて『実務』第 11 章第１節１を参照ください。 

（以下略） 

 


